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柏崎刈羽原子力発電所での緊急事態の発生に備え、原子力災害発生時における屋

内退避時の行動、市からの伝達方法の確認、広域避難計画の実効性と避難対応力の

向上、市民への原子力災害に対する意識の高揚を目的に、下記のとおり住民の避難

訓練を実施します。 

 

●日時  令和 7年 1月 25日（土）8:30訓練開始 

※一時移転のバスは、10:40に見附市中央公民館を出発 

 

●会場  見附市中央公民館【避難所運営・安定ヨウ素剤緊急配布訓練】 

燕市分水公民館【スクリーニング検査・簡易除染訓練】 

新発田市立東豊小学校【避難経由所受付訓練】 

新発田市立東小学校【避難所受付訓練】 

 

●内容  「見附市原子力災害に備えた屋内退避・避難計画」に基づき、原子力 

災害発生時の行動等を確認します。詳細は別添、「令和６年度新潟県原 

子力防災訓練要綱」「令和６年度新潟県原子力防災訓練（住民避難訓練） 

行動要領」をご確認ください。 

 

●その他 取材希望の方は、別紙申込書を FAX送信、または下記担当へ直接ご連 

絡をお願いいたします。 

 

申込期限：令和 7 年 1月 21 日（火）10時厳守 

・自社腕章と記者証等の着用をお願いします。 

・取材する方は当日 8:30～見附市中央公民館（見附市本町 2丁目 5-9） 

１階ロビーで受付をお願いします。 

【本件の問合せ先】 

企画調整課危機管理室 担当: 小此鬼・水嶌 

☎（0258）62-1700（内線 312）、FAX(0258) 63-1006 

見附のイメージキャラクター 

ミッケ 

 

令和６年度新潟県原子力防災訓練 

（住民避難訓練）を実施 



 

令和６年度 新潟県原子力防災訓練要綱 

 

１．目的  

（１）新潟県地域防災計画（原子力災害対策編）に基づき、国・県・市町村及び防災関係機関の相互

の連携による防災対策の確立及び防災業務関係者の防災技術の習熟を図る。 

（２）住民の参加により、新潟県原子力災害広域避難計画の実効性の向上及び原子力災害発生時の

避難対応力の向上を図るとともに、原子力防災に対する理解の向上を図る。 

 

２．想定  

冬季に柏崎市・刈羽村等で震度６強の地震が発生し、唯一運転中の柏崎刈羽原子力発電所７号機に

おいて、原子炉が自動停止。炉心冷却機能の一部が喪失し施設敷地緊急事態となり、炉心冷却機能が

喪失し全面緊急事態となる。その後、炉心が損傷し、放射性物質が放出され、一部地域で空間放射線

量が一時移転の必要とされる基準に上昇する状況となる。 

さらに、液状化による道路寸断、雪崩による通行不能箇所が発生する状況となる。 

 

３．訓練日程  

（１）県災害対策本部等運営訓練等      1月 24日（金）8：40 ～ 16：00（予定） 

（２）情報伝達・屋内退避・住民一時移転訓練 1月 25日（土）8：30 ～ 16：30（予定） 

 

４．訓練会場  

 1月 24日（金） 

・オフサイトセンター （県災害対策本部等運営訓練・オフサイトセンター運営訓練・ 

            緊急時通信連絡訓練） 

※見附市は、ＴＶ会議システムで参加 

1月 25日（土） 

 ・市内全域      （情報伝達訓練・屋内退避訓練） 

・中央公民館     （ＵＰＺ区域の住民移転訓練・安定ヨウ素剤緊急配布訓練） 

・燕市分水公民館   （スクリーニング及び簡易除染訓練） 

・新発田市立東豊小学校（受入市町村避難経由所） 

・新発田市立東小学校 （受入市町村避難所） 

 

５．参加住民  

・庄川平地区住民、庄川平コミュニティ 約４０名 

 

６．参加機関  

・庄川平コミュニティ 

・ひまわり観光 

・東京電力ホールディングス 

・新潟県 

・新発田市 

・見附市 
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令和６年度 新潟県原子力防災訓練（住民避難訓練） 行動要領 

 

１．目的  

 安定ヨウ素剤や一時移転など、原子力防災に対する基本的な知識の習得、また住民と行政

が連携した訓練を実施することにより、緊急事態発生時において、適切な行動が取れること

を目的とする。 

 

２．日時及び会場  

訓練日時：令和７年１月２５日（土）８時３０分から１６時３０分（予定） 

※住民避難訓練参加者は、９時２０分までに見附市中央公民館へ集合。 

 訓練会場：見附市中央公民館(集合場所)・燕市分水公民館（スクリーニング、簡易除染） 

新発田市立東豊小学校（避難経由所）・新発田市立東小学校（避難所） 

 

３．当日の動き  

 ８時３０分  屋内退避準備情報（防災サイレン・緊急情報メール・緊急電話・LINE・SNS・

緊急告知ラジオ・見附市 HP） 

 ８時４５分  屋内退避指示（防災サイレン・緊急情報メール・緊急電話・LINE・SNS・ 

緊急告知ラジオ・見附市 HP） 

 

 『屋内避難指示』発令後、住民避難訓練参加者は見附市中央公民館へ移動開始 

 

 ８時５５分  屋内退避指示解除（防災サイレン・緊急情報メール・緊急電話・LINE・SNS・

緊急告知ラジオ・見附市 HP） 

８時４５分  見附市中央公民館集合（１階ロビーで受付、９時３０分受付終了） 

 ９時３０分  原子力防災訓練説明・安定ヨウ素剤緊急配布訓練 

１０時４０分  見附市中央公民館出発 

１１時１５分  燕市分水公民館 到着（スクリーニング・簡易除染訓練） 

１２時０５分  燕市分水公民館 出発 

１２時２０分  三条燕ＩＣ（北陸自動車道）通過 

※途中、黒崎ＰＡで１０分休憩 

１３時１０分  聖篭・新発田ＩＣ（日本海東北自動車道）通過 

１３時３０分  新発田市立東豊小学校到着（避難経由所受付） 

１４時００分  新発田市立東豊小学校出発 

１４時２０分  新発田市立東小学校到着（避難所受付） 

１４時５０分  新発田市東小学校出発 

１５時０５分  聖篭・新発田ＩＣ通過 

※途中、黒崎ＰＡで１０分休憩 

１６時０５分  中之島見附ＩＣ通過 

１６時３０分（予定） 見附市中央公民館到着・解散 

 

 



 

４．中止の判断  

 以下に該当する場合は、訓練の全部または一部を中止します。 

（１）訓練実施中に事故が発生し、主催者が継続困難と判断したとき。 

（２）県内で災害が発生した場合、または発生のおそれがある場合、その他主催者が訓練実

施困難と判断したとき。 

※訓練中止の判断については、新潟県が決心いたします。中止の連絡があった場合は、直

ちに関係する皆様へ連絡させていただきます。 

 

 

【担当連絡先】 

見附市企画調整課 危機管理室 小此鬼・水嶌 

 TEL：０２５８－６２－１７００（内線３１２） 

 FAX：０２５８－６３－１００６ 

 E‐mail：bousai@city.mitsuke.niigata.jp 



（別紙）

令和６年度 新潟県原子力防災訓練（住民避難訓練）

取材申込書

機関・団体名

名　　前
※複数でお申し込みの場合は、代表者名をご記入ください

電話番号
※当日ご連絡のつく番号をご記入ください

FAＸ番号

ご参加人数 　名　

車両台数 　台　
※駐車場のスペースが限られておりますので、複数名でお越し

になる場合は、なるべく乗り合わせでお願いいたします。

申込締切　令和７年１月２１日（火）１０時までにお願いいたします。

【問合わせ先】
見附市企画調整課
危機管理室　小此鬼
TEL：0258-62-1700
FAX：0258-63-1006


